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丹生ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場 規約 

 

（名称） 

第１条 本会は、｢丹生ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場｣（以下

｢検討の場｣という。）と称する｡ 

 

（目的） 

第２条 検討の場は、第５条に規定する検討主体による丹生ダム建設事業の検証に

係る検討を進めるにあたり、地域の意向を十分に反映するため、「ダム事業の検

証に係る検討に関する再評価実施要領細目」（以下「実施要領細目」という。）

に基づき、検討主体と関係地方公共団体において相互の立場を理解しつつ検討内

容の認識を深め、検討主体の提案する議題について意見を述べることを目的とす

る。 

 

（検討の場） 

第３条 検討の場は、別紙－１で構成される。 

２ 必要に応じ、検討の場の構成は変更することができる。 

３ 検討主体は、検討の場を招集し第４条で規定する幹事会における議論を踏ま

え、実施要領細目に基づき、議題の提案を行うとともに、検討主体の行う検討内

容の説明を行う。 

４ 検討の場の構成員は、検討の場において検討主体が示した内容に対する意見を

述べる。 

５ 検討の場の構成員は、検討の場の開催を検討主体に要請することができる。 

６ 検討の場の構成員は、必要があると認められるときは検討主体以外の河川管理

者の説明を求めることができる。 

 

（幹事会） 

第４条 検討の場における会議の円滑な運営を図るため幹事会を設置する。 

２ 幹事会は、別紙－２で構成される。 

３ 必要に応じ、幹事会の構成は変更することができる。 

４ 検討主体は、幹事会を招集し、実施要領細目に基づき、議題の提案を行うとと

もに、検討主体の行う検討内容の説明を行う。 

５ 幹事会の構成員は、幹事会において検討主体が示した内容に対する意見を述 

べる。 

６ 幹事会の構成員は、幹事会の開催を検討主体に要請することができる。 
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（検討主体） 

第５条 検討主体とは、国土交通省近畿地方整備局及び独立行政法人水資源機構を

いう。 

  検討主体は、実施要領細目に基づき、丹生ダム建設事業の検証に係る検討を行

うものであり、検討の場の設置・運営、検討資料の作成、情報公開、主要な段階

での意見募集等を行い、対応方針（原案）を作成する。 

 

（治水対策等の検討） 

第６条 治水対策及び流水の正常な機能の維持の観点からの検討にあたっては、検

討対象区間が滋賀県管理区間内であるため、検討主体は河川管理者である滋賀県

とともに検討を行うものとする。 

  

（情報公開） 

第７条 検討の場及び幹事会は、原則として公開する。その公開方針は別紙－3「公 

開方針」によるものとする。 

 

（事務局） 

第８条 検討の場の事務局は、国土交通省近畿地方整備局及び独立行政法人水資源

機構関西支社に置く。 

２ 事務局は、検討の場の運営に関して必要な事務を処理する。 

 

（規約の改正） 

第９条 この規約を改正する必要があると認められるときは、検討の場で協議す

る。 

 

（その他） 

第 10 条 この規約に定めるもののほか、検討の場の運営に関し必要な事項は、検

討の場で協議する。 

 

（附則） 

この規約は、平成２３年 １月１７日から施行する。 

平成２４年  月  日一部改正。  
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別紙－１ 

 

「丹生ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」の構成 

 

 

  滋賀県知事 

 

  京都府知事 

 

  大阪府知事 

 

  兵庫県知事 

 

  長浜市長 

 

  京都市長 

 

  摂津市長 

 

  国土交通省近畿地方整備局長 

 

  独立行政法人水資源機構理事長 

 

   

 

（注）構成員については、代理出席を認めるものとする。 

    司会進行は、国土交通省近畿地方整備局長が行うものとする。 
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別紙－２ 

 

「丹生ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場（幹事会）」の構成 

 

 

  滋賀県琵琶湖環境部長 

 

  滋賀県土木交通部長 

 

  京都府文化環境部長 

 

  京都府建設交通部長 

 

  大阪府都市整備部長 

 

  兵庫県政策部長 

 

兵庫県県土整備部長 
 

  長浜市都市建設部長 

 

長浜市北部振興局長 

 

  京都市建設局長 

 

  京都市上下水道局長 

 

摂津市土木下水道部長 

 

  国土交通省近畿地方整備局河川部長 

 

  独立行政法人水資源機構関西支社長 

 

（注）構成員については、代理出席を認めるものとする。 

   司会進行は、国土交通省近畿地方整備局河川部長が行うものとする。  
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別紙－３ 

 

丹生ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場及び幹事会 公開方針 

 

検討の場及び幹事会の公開方針を以下に示す。これに定めのない事項について

は、検討の場で定める。 

 

（１）傍聴対象者 

・傍聴対象者は制限をしないことを原則とし、可能な限り希望者全員が傍聴できる

ようにするが、会場に入りきれない場合は先着順とする。 

 

（２）会議開催の案内 

・会議開催の案内は、報道機関に対して情報提供を行うほか、近畿地方整備局及び

水資源機構のホームページに掲載することにより行う。 

 

（３）会議資料等の公開 

・会議資料については、公開を原則とする。 

・会議資料および議事録は、近畿地方整備局及び水資源機構関西支社において供覧

・貸出を行うほか、近畿地方整備局及び水資源機構のホームページに掲載する。 

・会議資料は、様々な電子ツールを利用して、可能な限りペーパーレス化に努め 

る。 

・会議資料において、稀少野生動植物種の生息場所等を示す資料など、公開するこ

とが適切でない資料等については、検討の場又は幹事会の構成員の過半数以上の

了解を得て非公開とすることができる。 

・議事録については、発言者の役職名が入った議事録を作成する。 

・議事録の内容については、検討の場及び幹事会開催後、構成員全員が確認を行い、

確認完了後に公表を行う。 

 

（４）記者会見 

・検討の場及び幹事会終了後の記者会見は行わない。 

 

（５）その他 

・一般傍聴者の会議中における発言は、これを認めない。 

・カメラ撮り等は冒頭部分のみ可能とする。 

                                                  


